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（
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の
日
本
国
と
ス
イ
ス
と
の
間
の
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
条
約
に
関
す
る
交
換
公
文
）

（
ス
イ
ス
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
大
臣
は
、
千
九
百
七
十
一
年
一
月
十
九
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
、
二
千
十
年
五
月
二

十
一
日
に
ベ
ル
ン
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
の
た
め
の

日
本
国
と
ス
イ
ス
と
の
間
の
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
及
び
二
千
十
年
五
月
二
十
一
日
に
ベ
ル
ン
で
署
名
さ
れ
、
条

約
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
に
言
及
す
る
と
と
も
に
、
ス
イ
ス
連
邦
政
府
と
日
本
国

政
府
と
の
間
で
到
達
し
た
次
の
了
解
を
ス
イ
ス
連
邦
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

条
約
第
二
十
五
条
の
Ａ
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
の
要
請
に
関
し
、
次
の
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

同
条
１
に
お
い
て
「
関
連
す
る
」
と
規
定
す
る
の
は
、
租
税
に
関
す
る
情
報
の
交
換
を
可
能
な
限
り
広
範
に
行
う
こ
と
を

(1)
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意
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
両
締
約
国
が
特
定
の
納
税
者
の
租
税
に
関
す
る
事
項
に
関
連
す
る
可
能
性
に
乏
し
い
情

報
を
自
由
に
要
請
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

議
定
書
５

の
規
定
は
、
証
拠
漁
り
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
重
要
な
手
続
的
要
件
を
含
む
も
の
で
あ
る

あ
さ

(2)

(c)

が
、
実
効
的
な
情
報
の
交
換
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

本
大
臣
は
、
更
に
、
閣
下
が
前
記
の
了
解
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
大
臣
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
十
二
年
五
月
十
五
日
に
ベ
ル
ン
でス

イ
ス
連
邦

大
統
領
兼
財
務
大
臣

エ
ヴ
ァ
リ
ー
ン
・
ヴ
ィ
ド
マ
ー
＝
シ
ュ
ル
ン
プ

ス
イ
ス
連
邦
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

梅
本
和
義
閣
下
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（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
二
千
十
二
年
五
月
十
五
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確

認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

（
ス
イ
ス
側
書
簡
）

本
使
は
、
更
に
、
閣
下
の
書
簡
に
述
べ
ら
れ
た
了
解
を
日
本
国
政
府
に
代
わ
っ
て
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。
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二
千
十
二
年
五
月
十
五
日
に
ベ
ル
ン
で

ス
イ
ス
連
邦
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

梅
本
和
義

ス
イ
ス
連
邦

大
統
領
兼
財
務
大
臣

エ
ヴ
ァ
リ
ー
ン
・
ヴ
ィ
ド
マ
ー
＝
シ
ュ
ル
ン
プ
閣
下


